
近
世
鷲
巣
門
徒
に
お
け
る
伽
藍
維
持
に
つ
い
て鈴

木

順

隆

一
、
は

じ

め

に

千
葉
県
茂
原
市
鷲
巣

の
鷲
山
寺
は
法
華
宗

（本
門
流
）

の
大
本
山
で
あ
る
。

寺
伝
に
よ
れ
ば
、
日
蓮
大
聖
人
が
文
永
元
年

（
一
二
六
四
）
十

一
月
十

一
日

「小
松
原
法
難
」
の
後
、
鎌
倉

へ
の
帰
途
、
笠
森
観
音

堂
で
雨
宿
り
の

一
夜
を
過
ご
さ
れ
た
。
翌
朝
、
鷲
巣
に
住
す
る
小
早
川
内
記
と
出
会
い
、
内
記
は
大
聖
人
に
自
邸
に
逗
留
さ
れ
る
こ
と

を
懇
請
さ
れ
た
。
小
早
川
邸
の
裏
山
に
日
輪
勧
請
の
祠
が
あ
り
、
こ
こ
に
雨
露
を
防
ぐ

一
間
四
面
の
小
屋
を
結
び

一
夏
九
旬
、
天
下
泰

平
、
広
宣
流
布
の
祈
願
を
さ
れ
、
内
記
と
こ
の
地
に

一
寺
建
立
す
る
こ
と
を
約
束
し
帰
倉
さ
れ
た
と
い
う
。
大
聖
人
身
延
入
山
四
年
目

の
建
治
三
年

（
一
二
七
七
）
、
宗
祖
は
日
弁
聖
人
を
召
し
前
記
の
盟
約
に
よ
り
鷲
巣
に

一
寺
を
建
立
す
る
こ
と
を
命
じ
開
創
さ
れ
た
の

が
鷲
山
寺
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
日
蓮
大
聖
人
を
開
基
と
仰
ぎ
、
開
山
を
日
弁
聖
人
と
し
て
い
る
。

鷲
山
寺
は
過
去
に
、
四
度
焼
失
し
て
い
る
。

天
文
四
年

（
一
五
三
五
）
四
月
十
八
日
　
焼
失

万
治
元
年

（
一
六
五
八
）
十
月
十
九
日
　
落
慶

賓
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
三
月
五
日
　
　
焼
失

桂
沐
學
業
　
第
二
十
号
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年 年 一 一 一

七
三
二
）　
　
　
　
　
　
落
慶

八
六
二
）
五
月
十
六
日
　
焼
失

八
六
八
）
二
月
　
　
　
　
落
慶

（
一
九
五
四
）
四
月
三
日
焼
失

（
一
九
六

一
）
五
月
三
日
落
慶

天
文
以
前
の
伽
藍
の
規
模
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
本
堂

裏

・
下
庫
裏

。
土
蔵

。
廊
下
が
あ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
る
。
賓
永
一

本
堂
十
三
間
四
面

一
、
本
堂
十
三

一
、
客
殿
十
三

一
、
書
院
九
間

一
、
廊
下
六
間

一
、
庫
裏
十
間

一
、
鐘
楼

・
鼓

一
、
番
神
社
三

一
、
骨
堂
二
間

一
、
土
蔵
五
間

一
、
厩
三
間
に

客
殿
十
三
間
に
七
間

書
院
九
間
に
四
間
半

廊
下
六
間
に
二
間

庫
裏
十
間
に
八
間

鐘
楼

・
鼓
楼

番
神
社
三
間
四
面

骨
堂
二
間
四
面

・
賓
塔

。
客
殿

・
番
神
社

・
賓
蔵

。
鐘
楼

。
鼓
楼

・
書
院

。
上
庫

一年
三
月
九
日
の
火
災
の
折
り
寺
社
奉
行
久
世
讃
岐
守
宛
届
に

土
蔵
五
間
に
三
間

厩
三
間
に
二
間



の
規
模
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
建
物
が
悉
く
焼
失
し
た
と
報
告
し
て
い
る
。
御
朱
印
は
七
石
二
斗
、
末
寺
は
三
十
七
ヶ
寺
で
あ
る
。

賓
永
二
年
三
月
五
日
の
火
災
は
、
近
隣
の
民
家
よ
り
出
火
、
祖
師
堂
六
間
四
面
三
手
先
に
切
り
込
み
建
て
る
ば
か
り
の
細
工
小
屋
に

引
火
し
全
て
の
堂
字
を
失

っ
た
。
前
年
二
十
四
世
日
証

（證
）
が
隠
居
し
日
費
が
晋
山
す
る
貫
首
無
住
の
時
で
あ
つ
た
。
二
十
五
世
日

賞
は
庫
裏

。
客
殿

・
書
院
を
再
興
し
諸
材
木
を
集
め
本
堂
を
企
画
し
遷
化
、
二
十
六
世
日
過
後
を
継
ぎ
享
保
二
年

（
一
七

一
七
）
八
月

二
十
七
日
起
工
し
た
。
祖
師
堂
は
本
堂
落
成
の
五
十
八
年
後
、
天
明
元
年

（
一
七
八

一
）
宗
祖
五
百
遠
忌
の
年
完
成
し
て
い
る‐
。

不
受
不
施
寛
文
の
惣
滅
以
後
に
弱
体
化
し
た
鷲
巣
門
徒
に
お
い
て
、
寺
領
も
末
寺
も
少
な
い
鷲
山
寺
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
伽
藍
の

維
持
は
大
変
で
あ

っ
た
。
特
に
諸
堂
の
屋
根
は
茅
葺
き
で
あ
り
、
度
々
葺
き
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
末
寺
か
ら
の
奉
加
も
難
し

く
、
有
力
な
末
寺
の
檀
家
や
信
徒
に
頼

っ
た
。
鷲
山
寺
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
記
録
で
あ
る

『青
表
紙
』
に
は
説
法
の
助
力
に
依
っ
て
諸

堂
字
が
修
復
さ
れ
た
こ
と
が
散
見
で
き
る
。

末
寺
も
ま
た
同
様
、
居
開
帳
や
説
法
に
よ
っ
て
伽
藍
の
維
持
を
し
て
い
た
。

二
、
開
帳
と
説
法

近
世
の
寺
院
の
収
入
は
寺
領
か
ら
の
収
入

。
檀
家
か
ら
の
布
施
や
寄
付
等
の
収
入
に
よ
っ
て
寺
院
経
営
を
行

っ
て
き
た
。
幕
藩
体
制

の
下
に
寺
請
制
や
檀
家
制
に
よ
っ
て
寺
の
経
営
は
安
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
す
べ
て
の
寺
院
が
満
た
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
こ
と
が
あ
れ
ば
伽
藍
の
再
建
や
修
復
の
た
め
経
済
的
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。

江
戸
幕
府
の
寺
社
助
勢
に
は
、
被
下
金

・
拝
借
金
と
勧
化
が
あ
る
。
勧
化
に
は
手
続
き
に
よ
っ
て
、
御
免
勧
化
と
相
対
勧
化
に
分
け

ら
れ
る
。
御
免
勧
化
は
老
中

・
寺
社
奉
行
の
連
印
に
よ
る
許
可
で
あ
り
、
相
対
権
化
は
寺
社
奉
行
の
み
の
許
可
で
あ
る
。
ま
た
私
権
化

逹
せ
鸞
祟
円
掟
に
お
け
る
伽
主
摯
オ
に
つ
い
て

-141-



も
行
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
著
名
な
有
力
寺
院
や
幕
府
と
の
関
わ
り
を
持

つ
寺
院
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
に
開
帳
の
差
許

し
が
あ

っ
た
。

近
世
の
開
帳
の
目
的
が
布
教
よ
り
も
、
伽
藍
修
復
助
成
の
理
由
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、
中
で
も
嵯
峨
清
涼
寺
釈
迦
如
来
、
信
濃
善
光
寺

阿
弥
陀
如
来
、
成
田
不
動
、
身
延
山
久
遠
寺
祖
師
像
が
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
他
宗
が
有
名
な
仏
像
や
仏
画
が
中
心

で
あ

つ
た
が
、
法
華
宗
寺
院
で
は
日
蓮
大
聖
人
像
の
開
帳
が
主
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
民
衆
の
間
に
祖
師
信
仰
が
強
か

っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
、
境
内
の
諸
堂
や
本
堂
脇
段
に
祀
ら
れ
た
法
華
の
守
護
神
と
し
て
の
鬼
子
母
神

・
妙
見
尊

・
稲
荷

・
三
十
番
神

。
大
黒

天
等
も
民
衆
の
信
仰
が
集
め
ら
れ
た
。
開
帳
に
は
開
帳
神
仏
の
あ
る
寺
社
で
行
う
居
開
帳
と
他
の
寺
社
を
開
帳
場
所
と
し
て
行
う
出
開

帳
が
あ
る
。

江
戸
に
お
い
て
八
品
門
流
で
は
、
岡
之
宮
光
長
寺
が
延
享
二
年

（
一
七
四
四
）
麻
布
光
隆
寺
で
宗
祖
御
真
筆
御
曼
荼
羅
を
出
開
帳
し

て
い
る
。
居
開
帳
で
は
啓
運
寺
が
寛
政
十
年

（
一
七
九
八
）
二
月
二
十
八
日
よ
り
六
十
日
間
毘
沙
門
天
木
像
、
長
國
寺
が
文
政
六
年

（
一
八
二
三
）
三
月
三
日
よ
り
六
十
日
間
と
文
久
二
年

（
一
八
六
二
）
七
月
二
十
八
日
よ
り
六
十
日
間
の
本
地
妙
見
大
菩
薩
鷲
大
明
神

の
開
帳
が
み
ら
れ
、
両
寺
と
も
伽
藍
再
建
の
助
成
が
目
的
で
あ

っ
た＜
。
こ
の
本
地
妙
見
大
菩
薩
鷲
大
明
神
は
、
鷲
山
寺
の
鎮
守
で
あ

っ

た
が
、
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
に
長
國
寺
日
玄
に
よ

っ
て
移
さ
れ
、
浅
草
田
甫
酉
の
寺

「
お
と
り
さ
ま
」
と
し
て
江
戸
町
人
の
信
仰

を
集
め
て
酉
の
市
と
し
て
江
戸
の
風
物
詩
と
な

っ
た
。

文
久
二
年
の
開
帳
は
安
政
二
年

（
一
人
五
五
）
十
月
二
日
の
大
震
災
で
倒
壊
し
た
諸
堂
復
興
の
助
成
で
あ
り
、
前
年
十
二
月
に
寺
社

奉
行
牧
野
越
中
守
に
願
い
で
、
翌
年
二
月
六
日
井
上
河
内
守
よ
り
許
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
開
帳
は
江
戸
に
て
麻
疹
流
行
の
た
め
参
詣

者
が
少
な
く‐
、
期
待
す
る
ほ
ど
の
助
成
は
得
ら
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
年
五
月
十
六
日
、
長
國
寺
の
本
寺
で
あ
る
鷲
山
寺
が
本
堂

・
祖
師
堂
を
焼
失
し
た
。
前
々
年
の
万
延
元
年

（
一
人
六
〇
）
は
日



弁
聖
人
の
五
百
五
十
遠
忌
で
あ
り
、
墓
所
の
あ
る
水
戸
藩
松
岡
領
赤
浜
に
、
五
百
遠
忌
報
恩
謝
徳
の
記
念
碑
が
鷲
山
寺
五
十
二
世
日

応

・
五
十

一
世
日
證
が
発
願
主
と
な
り
、
岩
城
棚
倉
領
仁
井
田
村
成
顕
寺
二
十
二
世
日
領
が
造
立
願
主
と
な
り
、
仁
井
田
村

・
大
津

村

。
平
潟
村

・
神
岡
村
等
の
近
村
檀
方
の
助
力
に
よ
り
建
立
し
た
の
と
同
様
、
記
念
碑
造
立
の
動
き
が
あ
っ
た
。
水
戸
藩
は
文
久
二
年

二
月
大
津
村
と
天
台
宗
長
松
寺
に
対
し
て

「長
松
寺
の
檀
家
で
半
壇
と
か
唱
日
蓮
宗
引
導
を
請
け
る
者
が
あ
る
と
聞
く
、
こ
れ
は
甚
だ

不
都
合
で
あ
る
の
で
、
已
後
は
長
松
寺

一
方
か
ら
法
要
を
受
け
る
よ
う
に
村
内
の
者
に
徹
底
す
る
よ
う
に
」
と
達
し
た
。
成
顕
寺
二
十

七
世

・
鷲
山
寺
日
恵

（万
延
元
年
九
月
の
曼
荼
羅
本
尊
に
三
条
殿
猶
子

ｏ
鷲
山
寺
七
十
五
世

。
と
あ
り
。
文
久
二
年
葉
月
に
は
鷲
山
寺

七
十
七
世

・
要
行
寺
四
十
七
世
と
あ
る
。
が
、
現
在
は
除
歴
さ
れ
て
い
る
）
の
平
潟
村
の
豪
商
菊
池
半
兵
衛
宛
書
簡
に
、
「先
年
宝
塔

建
立
之
節
混
雑
二
及
ひ
右
等
之
儀
共
底
意
二
相
含
ミ
表
向

一
村
二
宗
之
政
事
二
事
寄
せ
難
題
之
儀
と
奉
存
候
…
…
大
津
旦
家
二
宗
は
政

事
二
抱
候
杯
表
向
之
儀
被
仰
出
候
上
は
中
々
以
御
大
身
之
領
分
下
々
之
取
計
無
覚
束
奉
存
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
記
念
碑
建
立

勧
化
の
理
由
に
託
け
水
戸
領
内
成
顕
寺
半
檀
家
に
弾
圧
を
か
け
て
き
た
。
大
津
村
の
半
壇
の
者
は
納
得
し
な
か
っ
た
が
、
幾
度
か
の
達

し
に
よ
り
長
松
寺
の
丸
壇
家
と
な
っ
た＜
。

安
政
五
年
、
江
戸
で
コ
レ
ラ
が
流
行
し
八
月
二
十
二
日
ま
で
に
死
者
十
二
万
人
千
二
百
二
十
人
、
跡
煩
分
十
八
万
人
の
患
者
が
出
た

と
い
う
。
当
地
方
で
は
流
行
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
翌
年
ま
た
流
行
し
八
月
、
で
」
れ
ら
卜
申
病
気
は
や
り
は
じ
め
也
や
み
は

し
ま
リ
ハ
大
津
浜
二
而
舟
方
よ
り
や
み
始
、
地
人
五
十
六
人
、
た
び
人
百
五
十
人
、
其
外
村
々
五
人
三
人
ツ
ヽ
シ
に
け
る
、
此
病
気
ノ

様
子
ハ
や
み
は
じ
め
ハ
そ
く
ざ
に
折
た
を
れ
、
其
ま
ゝ
に
し
す
。
又
は
四
、
五
日
の
間
な
ら
ゐ
て
し
す
物
有
、
先
ハ
た
す
か
る
拾
人
の

内
三
人
く
ら
い
も
の
也
」
と
松
岡
領
足
洗
村
の
鈴
木
貞
人
は
日
記
に
記
し
て
い
る＜
。
こ
の
時
、
成
顕
寺
住
職
日
恵
は
平
潟
村
に
て
祈
祷

し
、
悪
疫
除
大
札
四
枚
を
認
め
町
内
に
建
て
さ
せ
て
い
る＜
。
ま
た
、
大
津
村
等
の
村
民
が
病
を
避
け
成
顕
寺
に
参
籠
し
て
い
る
。
コ
レ

ラ
騒
動
が
治
ま
っ
た
五
年
後
の
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）
、
報
恩
の
為
に
成
顕
寺
に
費
蔵
を
建
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
勧
進
帳
に
は

近
せ
鷲
祟
円
掟
に
お
け
る
伽
主
準
汁
に
つ
い
て



大
津
村
村
民
の
名
は

一
名
も
み
ら
れ
な
い
。
先
の
水
戸
藩
の
宗
教
政
策
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

武
江
年
表
に
は
、
文
久
二
年
夏
半
ば
よ
り
江
戸
で
は
麻
疹
が
流
行
し
、
「七
月
よ
り
別
て
盛
に
し
て
、
命
を
失
ふ
者
、
幾
千
人
な
り

や
量
る
べ
か
ら
ず
、
三
味
の
寺
院
、
去
る
午
年
暴
潟
病
流
行
の
時
に
倍
し
て
、
公
験
を
以
て
日
を
約
し
、
荼
毘
の
姻
と
は
な
し
ぬ
、
故

に
寺
院
は
葬
式
を
行
ふ
に
い
と
ま
な
く
、
…
…
又
七
月
の
半
よ
り
は
、
暴
潟
の
病
に
ま
さ
り
し
急
症
や
む
者
多
く
こ
れ
あ
り
」
、
さ
ら

に
七
月
十
五
、
二
十
六
七
日
頃
彗
星
が
現
れ
江
戸
の
町
人
は
恐
怖
に
陥

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
長
國
寺
鷲
大
明
神
開
帳

が
行
わ
れ

「世
上
に
麻
疹
暴
潟
病
等
行
る

ゝ
故
、
詣
人
甚
少
』
」
と
開
帳
の
不
成
功
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前
の
鈴
木
貞
八
日
記
に
も
松

岡
領
内
に
て
コ
レ
ラ
が
流
行
し
、
「村
々
ふ
る
ゐ
候
…
…
信
心
よ
り
の
外
有
ま
ぢ
き
」
と
み
え
る
。

麻
疹
、
コ
レ
ラ
病
の
流
行
と
水
戸
藩
の
政
策
は
、
鷲
山
寺
本
堂
再
建
に
影
響
を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
万
治
元
年
に

は
長
國
寺
壇
坂
本
伝
右
衛
門
長
弘
が
木
曾
檜
で
諸
堂
を
再
建
し
、
享
保
八
年
の
時
は
同
じ
く
長
國
寺
壇
大
和
屋
吉
田
氏

一
類
の
力
に

よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
伽
藍
の
維
持
も
長
國
寺
に
頼
る
こ
と
が
大
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

出
開
帳
や
居
開
帳
の
他
に
年
間
行
事
と
し
て

一
日
～
数
日
間
行
わ
れ
る
開
帳
が
あ
り
、
妙
壽
寺
が
正
月

・
五

・
九
月
稲
荷
開
帳
千
巻

陀
羅
尼
。
本
性
寺
が
毎
月
の
秋
山
自
雲
霊
神
開
帳
、
正
月

・
五
月
千
巻
陀
羅
尼
、
九
月
昆
沙
門
開
帳
千
巻
陀
羅
尼
。
真
源
寺
が
毎
月
鬼

子
母
神
、
正
月

・
五

。
九
月
の
千
巻
陀
羅
尼
。
長
國
寺
の
十

一
月
の
鷲
大
明
神
開
帳
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
開
帳
は
、
財
源
を
確
保
す
る
と
同
時
に
、
教
線
拡
張
の
た
め
説
法
が
行
わ
れ
て
き
た
。
説
法
も
ま
た
、
本
寺
の
貫
首
や
随

行
者
が
伽
藍
復
興
勧
化
の
た
め
に
行

っ
た

「巡
化
」
や

「開
帳
」
と
は
別
に
、
寺
院
の
維
持
や
伽
藍
修
復
の
た
め
諸
寺
で
行
わ
れ
た
の

も
こ
の
時
代
で
あ
る
。

開
帳
の
成
功
、
不
成
功
の
鍵
は
説
教
師
が
握

っ
て
い
た
と
も
云
わ
れ
る
。
説
教
に
は
前
座

。
中
座

・
後
座
が
あ
り
、　
一
人
の
後
座
が

開
帳
の
期
間
中

（六
十
日
）
を
つ
と
め
る
の
が
習
わ
し
で
あ

っ
た
。



三
、
説
法
者
の
資
格

説
法
は
談
義

。
講
教
と
い
う
名
も
用
い
た
が
、
全
て
の
僧
が
行
え
た
も
の
で
な
く
、
本
山
貫
首
及
び
本
山
の
許
状
を
持

つ
者
、
特
に

勧
進
の
た
め
の
説
教
に
は
厳
し
い
規
定
が
な
さ
れ
た
。

慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）
身
延
久
遠
寺
は
、
門
末
に
発
令
し
た
式
目
に
、

一
、
不
帯
本
山
之
許
状
弘
通
者
談
義
停
止
事

一
、
於
有
弘
通
説
法
之
志
者
詣
本
山
可
申
請
許
文
事

一
、
欲
請
談
義
之
時
不
択
其
人
器
量
不
可
本
山
江
卒
爾
申
達
熟

寛
文
五
年

（
一
六
六
五
）

一
致
派
関
東
諸
本
寺
に
制
定
さ
れ
た
法
式
之
条
目
の
中
に

一
、
本
寺
本
山
貫
主
之
外

ハ
弘
通
並

二
勧
進
ノ
説
法

ハ
堅
ク
停
止
ノ
事

附
、
本
寺
之
代
僧
説
法
者

ハ
沙
汰
之
外
ノ
事

一
、
他
之
住
持
或

ハ
寺
建
立
ノ
為
或

ハ
供
養
ノ
為
或

ハ
教
化
ノ
為
ノ
説
法
者
沙
汰
之
外
為
タ
ル
可
キ
事

一
、
所
化
衆
者
猥
リ
ニ
談
義
致
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
事

年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
京
都
本
能
寺
文
書
に
諸
末
寺
方

一
同
之
制
法
に
、

一
、
或
上
人
律
師
、
或
住
持
隠
居
、
或
上
座
学
士
、
都
部
回
国
説
法
之
僧
徒
、
若
不
帯
本
寺
之
許
状
者
、
無
自
門
他
門
之
区
別

縦
雖
有
好
仁

一
切
不
可
執
行
之
事
、
若
其
寺
門
流
本
寺
之
許
状
於
帯
之
者
、
其
住
持
与
客
僧
相
談
次
第
可
興
行
之
、
若
至
他

門
本
寺
之
許
状
者
、
勿
論
其
住
持
井
旦
方
可
為
得
意
次
第
、
自
客
僧
方
強
而
所
望
可
為
無
用
也
、
若
於
違
犯
者
門
徒
追
放

近
せ
鷲
某
門
従
に
お
け
る
伽
主
筆
者
に
つ
い
て



一
、
諸
末
寺
住
持
方
於
其
寺
講
演
之
儀
、
自
本
寺
連
々
加
吟
味
、
者
至
不
応
之
儀
者
可
停
止
、
於
後
日
之
講
演
之
事

附
、
無
意
趣
猥
数
日
相
累
講
説
可
為
無
用
之
事

一
、
談
義
之
節
、
於
堂
内
於
器
物
、
頻
請

一
二
銭
等
之
儀
、
堅
停
止
之
事
、
若
於
違
犯
者
門
徒
追
放

新
設
に
合
格
し
た
学
徒
も
帰
省
し
、
そ
の
出
身
寺
の
師
匠
や
壇
信
徒
の
前
で
た
だ

一
回
だ
け
の
説
法
し
か
許
さ
れ
な
い
。

日
乗
上
人
日
記
元
禄
十
三
年

（
一
七
〇
〇
）
六
月
二
十

一
日
に

「今
日
ハ
慈
眼
新
談
義
の
後

一
座

ハ
ゆ
る
す
な
ら
い
に
て
太
田
に
て

談
義
す
る
也
。
父
母
の
た
め
に
諷
誦
よ
む
厳
王
品
新
談
義
の
ご
と
し
。
後
座
日
乗
勤
ム
。
法
師
品
観
門
ノ
尺
ノ
下
、
聴
衆
堂

二
半
あ

り
」
と
み
え
る
。

寛
政
元
年

（
一
七
八
九
）
三
月
寺
社
奉
行
に
提
出
し
た
文
書
に
よ
れ
ば
、
鷲
山
寺
の
壇
林
は
上
総
大
沼
田
妙
経
寺
に
あ

っ
た
大
沼
田

壇
林
で
あ
り
、
條
箇

・
集
解

・
玄
義

ｏ
文
句
の
四
階
四
部
に
わ
け
ら
れ
る
。
初
発
は
條
箇
に
入
り
百
五
十
席
講
読
聴
聞
し
、
三
年
半
程

で
集
解

へ
昇
進
。
こ
こ
で

一
夏
九
句
三
十
席
学
び
初
め
て
談
義
説
法

（新
説
）
が
免
ぜ
ら
れ
、
新
説
合
格
の
後
、
集
解
八
十
席
合
わ
せ

て
七
年
で
玄
義

へ
進
み
、
玄
義
は
十
年
で
玄
義
の
上
座
と
な
り
説
法
諸
国
弘
通
が
許
さ
れ
、
新
文
句
古
文
句
と
進
み
上
座
五
列
に
な

り
、
上
よ
り
五
人
目
を
座
入
、
四
人
目
を
部
頭
、
三
人
目
を
條
箇
の
能
化
、
二
人
目
を
集
解
の
能
化
、　
一
老
を
伴
頭

（玄
能
）
と
称
し

た
。
玄
能
で
本
能
の
加
役
と
な
り
、
五
人
は
三
年
ず
つ
勤
め
て
伴
頭
を
隠
居
し
本
能
化
に
請
待
さ
れ
、
三
ケ
年
首
尾
よ
く
勤
め
れ
ば
満

功
と
な
る
。
初
発
新
来
よ
り
本
能
ま
で
三
十
七
年
程
で
満
功
退
檀
と
な
り
、
住
職
資
格
は
、
上
之
寺
は
條
能
以
上
、
中
之
寺
は
部
頭
以

下
古
文
旬
に
て
、
下
之
寺
は
新
文
句
玄
義
部
の
者
、
本
寺
に
は
満
功
之
内
よ
り
有
徳
者
を
選
ぶ
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。

説
法
者
の
資
格
の
他
、
寺
院
に
於
い
て
も
説
教
の
免
許
が
必
要
で
あ

っ
た
こ
と
が
次
の
文
書
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

此
書
者
長
國
寺
日
勝
上
人
当
寺
在
住
の
制
御
本
山
百
日
千
座
御
名
代
相
勤
依
勲
功
当
寺
直
末
之
願
申
上
候
所
御
取
上
有
之
候
得
共

時
節
茂
可
之
旨
御
本
山
日
潤
聖
師
　
被
仰
聞
暫
為
褒
美
五
八
九
月
待
盆
彼
岸
夜
講
御
免
被
成
下
候



宝
暦
元
年

（
一
七
五

一
）
辛
未
　
十
二
月
　
十
三
世
日
増

こ
の
本
妙
寺
文
書
は
、
壽
潤
日
勝
が
寂
し
た
年
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
百
日
千
座
説
法
の
功
績
に
よ
り
本
妙
寺
で
説
法
が
許
さ
れ
た

こ
と
を
後
世
に
残
す
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
明
六
年

（
一
七
六
六
）

妙
本
寺

ハ
由
緒
有
之
旧
跡
故
華
頭
喚
鐘
説
法
免
許
之
如
補
任
書
　
四
月
二
十
日
正
忌
　
七
月
十
六
日
施
餓
鬼
　
十
月
二
十
日
御
影

講
こ
れ
ら
は
、
説
法
の
資
格
が
な
く
て
も
寺
の
由
緒
等
に
よ
り
、
当
代
の
貫
首
よ
り
年
中
行
事
の
折
り
説
法
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
鷲
山
寺
と
鷲
山
寺
の
末
成
顕
寺
と
宝
暦
年
間
鷲
山
寺
と
通
用
し
た
越
後
本
成
寺
末
富
山
楡
原
上
行
寺
の
年
中
行
事
に
お
け
る

説
法
を
表
に
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

年
中
行
事
と
し
て
の
説
法

〓
一　

月

一
一　

月

一
　

月

十
三
日
　
月
並
説
法

十
六
日
　
同
断

時
正
　
始

。
中

・
終

十
三
日
　
月
並
説
法

十
六
日
　
月
並
説
法

十
三
日
正
午
当
職
説
法

六
月
廿
六
日
月
並
説
法

鷲
　
山
　
寺

時
正
　
初

。
中

。
結

十
五
日
　
繹
尊
非
減
現
減
会

毎
月
十
三
日

・
廿
六
日
月
並
法
談

但
五

・
六
月
農
業
時
故
相
止
ル

成
　
顕
　
寺

三
日
　
上
已
　
談
義

彼
岸
　
中
日

・
翌
日
談
義

十
五
日
　
涅
槃
会
談
儀

廿
六
日
　
祠
堂
法
事
談
義

十
二
日
　
祖
師
月
並
御
講
始

陣
門
楡
原
上
行
寺

逍
せ
鷲
平
門
夜
に
お
け
る
伽
主
準
オ
に
つ
い
て
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十

一
月

十

　

月

九

　

月

八
　
月

七

　

月

エハ
　
月

五
　

月

四

　

月

十
三
日
　
説
法

十
六
日
　
説
法
年
中
之
結

十
二
日
　
如
六
月

十
三
日
　
正
午
　
説
法

前
座

ハ
末
寺
ノ
内
当
番

後
座

ハ
当
職

十
六
日
　
月
並

廿 十

日 日

説
法
月
並

時
正
　
初
日
説
法

十
三
日
　
月
並

十
六
日
　
月
並

十
五
日
　
盆
施
餓
鬼

十
四
日
　
夜
群
集
説
法
常
住
院
勤

十
六
日
　
月
並

十
五
日
　
昼
説
勤
輪
番

廿
六
日
　
ユ削
説
当
番
末
勤
之
正
午
説
法
当
職

十
二
日
　
夕
隔
年
新
説
僧
登
山
夜
説

十
三
日
　
昼
説
前
座
ノ
勤
月
並

廿
六
日
　
月
並
説
農
業
充
最
中
止

廿 十

日 日

月
並
説
法

同
断

十
二
日
　
夜
説

十
三
日
　
正
午
説
法

廿 十

日 日

月 月
並 並

時
正
　
説
法
始
中
終

十
六
日
　
施
餓
鬼

廿
六
日
　
開
山
師
正
忌

正
午
説
法

八
日
　
本
仏
非
生
現
生
会

十
二
日
　
談
義

十
五
日
　
番
神
宮
祭
礼
談
義

彼
岸
　
一
一月
と
同

十
四
日
よ
り
十
六
日
迄
談
義

五
日
　
端
午
　
談
義

十
六
日
　
鬼
子
神
祭
礼
談
義

八
日
　
仏
誕
生
　
談
義



鷲
山
寺
―
寛
政
年
間
四
十
八
世
日
穏
　
記
録

成
顕
寺
―
天
明
年
間
四
十
八
世
日
穏
　
記
録

上
行
寺
―
嘉
永
七
年
十
二
月

鷲
山
寺
で
は
十
三
世
日
乾
以
後
貫
首
に
就
任
す
る
と
四
天
木
要
行
寺
住
職
と
な
り
要
行
寺
に
住
す
る
の
で
、　
一
月
の
初
登
山
、
六
月

開
山
忌
、
十
月
の
宗
祖
会
は
貫
首
が
、
そ
の
他
は
院
代
が
行

っ
た
。
輸
番
と
は
東
金
上
行
寺
と

一
松
本
興
寺
の
こ
と
で
あ
つ
た
。

前
の
本
妙
寺
で
は
、
五

・
八

。
九
月
の
月
待
、
孟
蘭
盆
会

。
両
彼
岸
で
あ
り
、
妙
本
寺
は
四
月
二
十
日
天
目
聖
人
会
、
七
月
十
六
日

盆
施
餓
鬼
、
十
月
二
十
日
宗
祖
会
に
説
法
が
行
わ
れ
た
。

四
、
伽
藍
修
復
の
勧
進
説
法

伽
藍
修
復
の
勧
進
説
法
と
し
て
著
名
な
の
は
、
池
上
本
門
寺
第
十

一
世
仏
壽
院
日
現

（
一
四
九
六
～

一
五
六

一
）
が
祖
師
堂
復
興
の

た
め
天
文
十
九
年

（
一
五
五
〇
）
南
総
地
方
に
親
教
、
勝
浦
本
行
寺
で
二
百
余
日
に
わ
た
る
布
教
を
し
た
。
日
現
の
遺
志
を
受
け
継
い

だ
十
二
世
仏
乗
院
日
慢

（
一
五
五
〇
～

一
五
九
八
）
は
同
本
行
寺
で
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
春
、　
一
日

一
座
で
五
十
日
間
の
布
教
を

行

っ
た
。
こ
れ
が
上
総
五
十
座
説
法
の
発
祥
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
長
座
と
い
う
名
で
各
寺
院
で
盛
ん
に
説
法
会
が
行
な
わ
れ
、
そ

の
浄
財
は
本
門
寺
護
持
の
基
金
に
な
り
、
大
阪
の
百
部
、
金
沢
の
千
部
と
共
に
法
華
経
読
誦
の
み
で
は
な
く
、
説
法
す
る
の
が
習
わ
し

で
、
説
法
者
に
お
い
て
は
布
教
の
三
大
桧
舞
台
な
ど
と
讃
え
ら
れ
た
と
い
う
。

鷲
山
寺
で
勧
進
の
た
め
の
説
法
は
、
天
文
四
年

（
一
五
三
五
）
四
月
十
八
日
焼
失
以
来
仮
普
請
で
あ
っ
た
諸
堂
を
再
興
す
る
た
め
寛

文
五
年

（
一
六
六
五
）
不
受
布
施
の
科
に
よ
り
、
看
坊
卓
雄
日
通
と
共
に
出
羽
新
庄
戸
沢
能
登
守
正
誠
に
預
け
ら
れ
た
十
六
世
日
受

近
せ
鷲
祟
円
掟
に
お
け
る
伽
主
絆
オ
に
つ
い
て
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が
、
慶
安
五
年

（
一
六
五
三
）
二
月
二
十
日
よ
り
六
月

一
日
ま
で
行

っ
た
百
座
説
法
が
初
め
て
で
あ
り
、
談
義
数
三
百
六
拾
余
座
と
あ

Ｚ
ω

。

鷲
山
寺
青
表
紙
か
ら
伽
藍
の
建
立
修
復
と
説
法
の
関
係
を
表
に
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

寛
政
五
年

（
一
七
九
三
）
冬

同
　
六
年
二
月
十
日

天
明
七
年

（
一
七
八
七
）

九
月
二
十
日
～
十
月

一
日

翌
年
二
月
十
八
～
二
十
七
日

天
明
五
年

（
一
七
五
八
）
春

宝
暦
十
～
十

一
年

（
一
七
六
〇
～
六

一
）

延
享
二
年

（
一
七
四
五
）

享
保
末
～

元
文
二
年

（
一
七
三
七
）
頃

享
保
八
年

（
一
七
三
二
）

享
保
三
年

（
一
七

一
八
）

三
月
二
十
日

賓
永
三
年

（
一
七
〇
六
）

年

　
月

客
殿
葺
替

書
院

・
茶
の
間

。
庫
裏

・
廊
下

四
棟
葺
替

総
門
内
拍
柱
根
継

本
堂
葺
替

本
堂
葺
替

・
客
殿
葺
替

総
葺
替

。
二
王
門

・
書
院

・
客
殿
修
復
、
総
門

。
長
屋
門

立
替

本
堂
葺
替

本
堂
落
慶

本
堂
上
棟

同
屋
根
葺
替

庫
裏

・
客
殿

・
書
院
建
立
修
復
建
物

五
十

一
世
日
祐

四
十
八
世
日
穏

四
十
七
世
日
量

日
潤
企
画

三
十
六
世
日
孝

三
十

一
世
日
潤

二
十
七
世
日
誠

同 二
十
六
世
日
過

二
十
五
世
日
実

歴
　
代

日
祐

日
穏
前
座
妙
経
寺

陣
僧
専
常
院

壽
潤
日
勝

壽
潤
日
勝

説
法
者

門
中
奉
加

百
座
説
法

五
百
座
説
法

門
中
奉
加

千
部
残
金

百
日
千
座
説
法

三
十
座
説
法

門
中
奉
加

門
中
奉
加

勧
　
化



明
治
三
十
四
年

（
一
九
〇
二
）

二
月
二
十
二
～
二
十
八
日

慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）

本
堂
内
陣
彩
色

二
王
像

。
二
王
門
修
復

祖
師
堂

（本
堂
）
再
建
落
慶

八
十

一
世
日
弘

日
弘

期
間
中

昼
夜
三
座
宛

次
に
鷲
山
寺
末
寺
で
は
、
中
本
寺
で
あ

っ
た

一
松
村
本
興
寺
に
て
堂
建
立
の
た
め
勧
進
説
法
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
七
世
で
中
興
と

称
せ
ら
れ
る
久
遠
院
日
乗
の
寛
文
十
二
年

（
一
六
七
二
）
十
月
十
八
日
に
記
さ
れ
た
本
堂
建
立
棟
札
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
棟
札
裏
書
に
、

当
山
入
院
寛
文
十
二
年
五
月
十
九
日
　
五
十

一
歳
ノ
時

一
、
寛
文
十
二
年
季
子
ノ
八
月
二
十
六
日
始
テ
同
季
十
月
十
二
日
成
就

一
、
鐘
　
寛
文
十
三
癸
丑
九
月
十
三
日

一
、
ワ
ニ
グ
チ

一
、
百
座
　
延
宝
二
寅
正
月
二
十
六
日
始
　
五
月
十
三
日
終

一
、
書
院
　
延
宝
二
寅
七
月
十
八
日
始
　
十

一
月
十
三
日
成
就

一
、
両
尊
　
延
宝
三
乙
卯
十
二
月
十
三
日
　
萬
部
成
就
　
開
眼
供
養

一
、
百
座
　
延
宝
四
丙
辰
五
月
朔
日
始
　
八
月
十
日
終

と
あ
り
、
日
乗
は
こ
の
時

（延
宝
四
年

〈
一
六
七
六
〉
八
月
十
日
）
に

「百
座
成
就
之
時
」
と
記
し
た
御
本
尊
を
認
め
て
い
る
。
そ

の
後
十

一
世
信
要
院
日
證
は
本
興
寺
本
堂
再
興
を
発
願
し
、
元
禄
十
年

（
一
六
九
七
）
四
月
八
日
開
眼
供
養
を
修
し
た
。
そ
の
棟
札
に

は

「
一
百
座
之
勧
進
談
義
」
と
あ
る
。

岩
井
妙
勝
寺
に
蔵
す
る
日
潤
筆
御
本
尊
に

「高
藤
山
妙
勝
寺
開
基
弁
秀
聖
人
延
享
三
丙
寅
五
月
二
十
五
日
充
当
四
百
二
十

一
年
忌
同

近
せ
鷲
祟
門
従
に
お
け
る
術
止
準
汁
に
つ
い
て
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歳
九
月
　
日
壱
百
座
成
就
処
授
与
祈
令
法
久
住
寺
檀
繁
栄
　
一
一十

一
世
界
量
院
日
真
」
と
あ
り
、
後
の
鷲
山
寺
四
十

一
世
日
真
が
、
弁

秀
日
叡
の
祥
月
命
日
よ
り
、
百
日
百
座
の
説
法
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

東
金
上
行
寺
境
内
に
あ
る
題
目
碑
の
表
に

「読
誦
妙
典
三
千
部

・
法
華
演
説
三
千
座

。
二
十
四
世
中
興
日
寛
」
、
裏
に

「寛
保
二
壬

成
歳
二
月
十
五
日
　
開
眼
法
師
鷲
山
寺
日
潤
　
有
縁
無
縁
法
界
万
霊
　
時
代
日
清
」
と
あ
り
、
こ
の
記
念
碑
は
上
行
寺
二
十
四
世
栄
長

日
寛
が
三
千
部
の
読
誦
と
三
千
座
の
説
法
の
助
力
に
よ
り
現
地
に
移
転
再
興
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
二
十
六
世
日
清
が
建
立

し
、
二
十
五
世
で
あ

っ
た
日
潤
が
開
眼
し
た
。

壽
潤
日
勝
の
千
座

。
開
山
日
弁
四
百
五
十
遠
忌
千
部
会
企
画

・
妙
勝
寺
日
真
の
百
座

。
上
行
寺
日
寛
の
三
千
座
等
、
日
潤
が
関

っ
て

い
る
。
日
潤
は
布
教
院
由
善
日
潤
で
、
江
戸
下
谷
長
國
寺
で
示
寂
し
た
沼
津
本
光
寺
二
十
世
日
満
の
弟
子
で
大
沼
田
檀
林
二
十
三
世
、

長
國
寺

。
上
行
寺
代
。
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
焼
失
し
た
鷲
山
寺
復
興
の
功
労
者
で
あ
る
長
國
寺
檀
大
和
屋
吉
田
氏
は
外
護
者
で
あ

り
、
五
百
座
説
法
の
日
穏
は
弟
子
で
、
吉
田
氏
の
俗
縁
で
あ
る
。

五
、
壽
潤
日
勝
の
説
法

鷲
山
寺
門
徒
の
中
で
説
法
回
数
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
壽
潤
日
勝
が
い
る
。

北
茨
城
市
成
顕
寺
の
什
物
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
楕
円
形
の
科
註
箱
に
は
底
に
、

於
本
山
百
日
　
　
二
　
　
千
座
　
　
一
日
　
二
　
　
十
座
宛

諸
所
○
○

数
　
　
一二
千
座
成
就
　
　
年
来



二
十
八
才
ノ
時

江
戸
下
谷
　
　
長
國
寺

九
世
　
　
一尋
潤
　
　
日
長

納
之

戊
辰

二
月
七
〇
良

大
塚
山
什
物

現
住
日
遠

胴
表
　
津
軽
牡
丹
紋
と
丸
に
三
つ
柏
紋

胴
表
　
寛
政
萬
季
之
〇
年
丁
巳
四
月
二
十
八
日

施
主
　
樫
村
卯
兵
衛

大
正
十
五
年
旧
七
月
十
六
日
塗
替
之

塗
納
入
　
仁
井
田
　
樫
村
子
之
吉

と
あ
り
、
成
顕
寺
過
去
帳
に
も
四
日
に
、
「長
國
寺
日
勝
上
人
　
九
世
字
壽
海
科
註
笛
納
之
　
本
山
百
日
千
座
ノ
談
義
僧
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
科
註
箱
に
は
壽
潤
日
長
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
み
ら
れ
る
資
料
で
は
す
べ
て
、
百
日
千
座
説
法
の
僧
は
壽
潤
日
勝

と
記
さ
れ
て
い
る
。
日
勝
は
日
長
と
も
名
乗

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
過
去
帳
の
壽
海
は
壽
潤
の
間
違

い
で
あ
ろ
う
。

壽
潤
は
百
日
千
座
説
法
の
前
に
鷲
山
寺
に
て
三
十
座
説
法
を
行

っ
て
い
る
。
科
註
箱
に

「諸
所
○
○
数
三
千
座
成
就
年
来
二
十
八
才

の
時
」
と
あ
り
、
日
勝
は
二
十
八
才
の
時
三
千
座
の
説
法
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。
戊
辰
と
あ
る
の
で
壽
潤
日
勝
が
寛
延
四
年

二
せ
鷲
祟
円
徒
に
お
け
る
伽
主
摯
汁
に
つ
い
て



（
一
七
五

一
）
四
月
四
日
寂
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
戊
辰
の
年
は
延
享
五
年

（
一
七
四
八

・
七
月
十
二
日
に
寛
延
と
改
元
さ
れ

る
）
の
二
月
に
成
顕
寺
に
納
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
鷲
山
寺
で
は
三
十
二
世
に
日
過
晋
山
し
、
継
目
の
使
僧
と
し
て
日
玄
が
成
顕
寺

に
下
向
し
た
。
そ
の
時
、
こ
の
科
註
箱
を
日
勝
よ
り
預
か
り
持
参
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
勝
よ
り
科
註
笛
を
譲
ら
れ
た
日
遠
と
は
ど
の

よ
う
な
僧
で
あ

っ
た
の
か
。

成
顕
寺
鬼
子
母
神
宮
殿
の
書
き
付
け
に

弟
子
渡
辺
伝
吉

常
州
多
珂
郡
棚
倉
領
仁
井
田
村
　
工
匠
　
営
邑
　
東
小
川
幸
右
衛
門

同
　
渡
辺
藤
七

長
柄
郡
ニ
ノ
宮
座

上
総
國
鷲
ノ
巣
長
國
山
鷲
山
寺
直
末

大
塚
山
成
顕
寺

右
者
檀
家
之
内
老
若
男
女
願
主

現
営
二
世
大
願
成
就
　
　
時
代
　
十
三
世
看
主

観
成
院
智
賢
日
遠

奉
建
立
宮
殿
鬼
子
母
神
　
　
　
　
　
生
國
者
上
総
國
鷲
之
巣
村

向
井
氏
俗
生

寺
旦
繁
栄
人
法
常
隆
　
　
　
　
　
　
同
國
　
大
沼
田
談
林

初
転
法
輸
山
妙
法
経
講
寺



寛
延
元
戊
辰
年

十

一
月
吉
日

筆
者
同
國
本
山

営
職
三
十
二
世

日
退
弟
子
智
閑
日
玄

十
二
世
正
光
院
日
幽
弟
子

母
　
　
了
運
院
妙
達

養
母
　
信
行
院
妙
定
日
高

後
代
之
現
住
壱
遍
御
回
向

奉
頼
候

企同
年
春
彼
岸
説
法
ノ
湖
り
少
々
勧
ル
　
本
山
日
遅
登
山
被
遊
績
目
の
僧
居
越
二
月
二
十
六
日
迄
説
法
智
閑
相
勤

右
弁
師
ノ
宮
殿
　
同
断
　
是

ハ
営
村
大
森
市
左
ヱ
門
　
施
主

開
山
日
弁
聖
人
の
宮
殿
は
、
延
享
五
年
五
月
二
十
六
日
に
成
就
し
た
こ
と
は
日
遠
の
書
き
付
け
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

観
成
院
智
賢
日
遠
は
成
顕
寺
十
二
世
日
普
に
随
い
上
総
よ
り
来
た
僧
で
あ
り
、
享
保
十

一
年

（
一
七
二
六
）
九
世
日
住
建
立
の
客
殿

を
造
作
し
、
延
享
三
年
七
月
に
完
成
、
日
普
が
延
享
二
年
三
月
二
十
三
日
遷
化
し
た
後
に
看
主
と
な
る
と
客
殿
欄
間
に
墨
書
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
同
年
十

一
月
十
六
日

「本
門
大
秘
法

一
萬
部
成
就
」
の
記
念
碑
を
建
立
し
た
。
こ
の
記
念
碑
に
は
当
寺
十
三
世
院
代
日

遠
御
と
あ
り
、
鬼
子
母
神
宮
殿
に
は
看
主
と
あ
る
。
十
三
世
院
代

。
十
三
世
看
主
と
は
十
二
世
日
普
の
示
寂
後
、
住
職
が
決
ま
ら
ず
に

い
た
。
成
顕
寺
は
九
世
日
住
代
に
永
聖
寺
跡
と
な
り
、
日
遠
は
住
職
資
格
が
な
か

っ
た
た
め
院
代

。
看
主
と
云
う
資
格
名
を
使
用
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
当
寺
の
記
録
に
は
贈
位
、
後
に
十
三
世
と
な
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

影
山
先
生
は

『日
蓮
宗
布
教
の
研
究
』
の
中
で
、
「史
伝
記
録
の
中
に
何
千
何
万
と
法
華
経
を
読
誦
し
た
人
、
そ
れ
が
ま
た
布
教
者

近
せ
鷲
祟
門
従
に
お
け
る
伽
主
筆
オ
に
つ
い
て



に
し
て
決
し
て
す
く
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
は
布
教
者
の
修
養
方
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

鷲
巣
門
徒
の
代
表
的
説
法
者
で
あ
る
日
勝
が

一
万
部
読
誦
し
た
日
遠
に
科
註
箱
を
与
え
、
大
沼
田
檀
林
二
十
七
世
日
考
が
住
職
と
な

る
や
日
遠
は
長
國
寺
塔
頭
了
遠
院
に
移
り
、
明
和
元
年

（
一
七
六
四
）
八
月
二
十
三
日
に
示
寂
す
る
な
ど
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

智
閑
日
玄
は
巡
化
説
法
で
あ
ろ
う
か
二
月
二
十
六
日
よ
り
三
月
六
日
迄
成
顕
寺
に
下
向
し
説
法
、
十

一
月
に
再
び
下
向
し
板
書
し
、

客
殿
及
び
開
山
宮
殿

・
鬼
子
母
神
宮
殿

・
梵
鐘
の
開
眼
導
師
を
つ
と
め
た
と
推
測
す
る
。
年
代
は
確
定
で
き
な
い
が
江
戸
中
期
と
み
ら

れ
る

『大
本
山
鷲
山
寺
記
録
写
』
に
、

一
、
間
中
直
末
ノ
寺

二
而
開
眼
供
養
ノ
寺
致
侯
節

ハ
本
寺
江
相
願
ヒ
御
差
固
ヲ
受
名
代
欺
直
開
眼
欺
営
職
之
可
任
差
固
事

と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
鷲
山
寺
門
末
寺
院
は
勝
手
に
開
眼
法
要
を
営
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

壽
潤
日
勝
は
示
寂
年
令
が
不
明
な
た
め
、
生
涯
に
何
座
の
説
法
を
行

っ
た
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

『日
蓮
宗
布
教
の
研
究
』
に
、
在
世
中

（
一
六
八
六
～

一
七
四
四
）
に
二
万
三
千
四
百
座
の
説
法
を
行

っ
た
境
妙
日
統
の
事
績
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
統
は
十
九
歳
か
ら
三
十
四
歳
ま
で
の
十
六
年
間

一
万
座
を
成
就
し
た
。　
一
年
間
に
六
百
二
十
五

座
、
毎
日

一
、
七
座
強
の
説
法
を
し
た
計
算
に
な
る
と
あ
る
。

細
草
檀
林
に
学
ん
だ
富
士
大
石
寺
三
十
五
世
日
穏
は
享
保
元
年

（
一
七

一
六
）
の
生
ま
れ
で
、
十
六
歳
で
入
檀
し
新
説
は
二
十
二

歳
。
四
十
三
歳
で
能
化
職
に
つ
い
た
。
細
草
で
は
条
箇
三
ヶ
年

・
集
解
三
ヶ
年
聴
講
し
、
玄
義
部
に
入

っ
て

一
年
な
い
し
二
年
の
後
に

新
説
が
許
さ
れ
、
玄
義
部
を
六
～
七
年
、
文
句
部
を
九
～
十
年
修
め
諸
国
弘
通
が
許
さ
れ
た
。

大
沼
田
檀
林
で
学
び
、
賓
暦
十
年

（
一
七
六
〇
）
鷲
山
寺
と
通
用
し
た
越
後
本
成
寺
二
十
八
世
日
修
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
日
修
は
正

徳
二
年

（
一
七

一
三
）
の
生
ま
れ
、
五
歳
で
出
家
、
享
保
五
年

（
一
七
二
〇
）
十
月
九
歳
で
大
沼
田
檀
林
に
入
り
、
享
保
八
年

（
一
七

二
三
）
六
月
十
二
歳
で
新
説
。
十
三
歳
で
三
澤
檀
林
に
移
り
、
寛
延
三
年

（
一
七
五
〇
）
に
は
勝
劣
派
の
触
頭
で
あ
る
丸
山
本
妙
寺
住



職
と
檀
林
伴
頭
を
兼
職
し
た
。

壽
潤
日
勝
が
本
成
寺
日
修
と
同
じ
く
九
歳
で
入
檀
し
た
と
し
て
、
説
教
諸
国
弘
通
が
許
さ
れ
る
ま
で
前
述
の
大
沼
田
檀
林
規
定
に
よ

れ
ば
、
約
十
七
年
程
か
か
る
の
で
二
十
六
歳
と
な
る
。
と
す
れ
ば
二
十
八
歳
ま
で
三
千
座
の
説
法
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

前
の
清
水
本
妙
寺
文
書
に
よ
れ
ば
、
百
日
千
座
説
法
は
日
潤
の
名
代
と
あ
る
。
百
日
千
座
説
法
の
以
前
、
二
十
七
世
日
誠
の
時
代
に

も
三
十
座
説
法
を
し
て
い
る
。
日
誠
の
示
寂
が
元
文
四
年

（
一
七
三
九
）
で
あ
る
か
ら
、
三
十
座
説
法
は
千
座
説
法
の
七
年
以
前
で
あ

る
。
玄
義
に
昇
進
す
る
ま
で
約
七
年
程
聴
聞
し
下
の
寺

（又
末
の
寺
）
の
住
職
に
な
る
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。

本
寺
伽
藍
修
復
の
為
、
壇
林
の
所
化
が
貫
首
名
代
を
勤
め
る
の
で
あ
る
か
ら
壽
潤
日
勝
は
広
長
舌
の
僧
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十

八
歳
か
ら
説
法
を
始
め
た
と
仮
定
し
二
十
八
歳
ま
で
十
年
間
に
三
千
座
、　
一
ヶ
年
間
に
三
百
座
勤
め
た
こ
と
に
な
る
。
前
記
の
境
妙
院

日
統
が
行

っ
た
説
法
数
に
は
及
ば
な
い
が
、
日
勝
は
そ
れ
に
し
て
も
、
百
日
で
千
座

一
日
に
十
座
勤
め
る
と
い
う
こ
と
は
驚
異
的
な
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
百
日
千
座
説
法
が
何
時
行
わ
れ
た
か
記
録
が
見

つ
か
ら
な
い
。
船
頭
給
下
村
女
契
授
与
の
日
潤
曼
荼
羅
に
よ
％

延
享
元
年

（
一
七
七
八
）
三
月
に
企
画
、
延
享
二
年
十
二
月
七
日
の
日
付
で
、
寄
付
之
豊
田
金
三
郎
授
与
の
繹
沙
門
壽
潤
日
勝
花
押
が

あ
る
宗
祖
形
木
本
尊
に
よ

っ
て
百
日
千
座
興
行
は
こ
の
年
と
し
た
い
。
ま
た
延
享
三
年
霜
月
日
付
の
日
潤
曼
荼
羅
が
船
頭
給
地
区
に
五

幅
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
飽
く
迄
推
測
で
あ
る
が
、
日
勝
は
延
享
元
年
三
月
に
日
潤
の
命
を
受
け
百
日
千
座
説
法
を
興
行
す
る
に
あ
た
り
、　
一
年
半
原

稿
を
推
敲
し
説
法
の
座
に
臨
ん
だ
と
思
え
る
。

皆
如
日
乗
は
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
八
月
二
十
九
日

「明
日
談
義
セ
ん
と
て
文
と
も
取
出
ス
」
、
九
月

一
日

「
一
、
往
太
田

談
義
、
聴
衆
七
十
人
程
有
由
也
。　
一
、
未
師
下
如
来
使
の
事
下
也
」
、
三
日

「終
日
書
物
を
見
ル
」
、
四
日

「往
太
田
。　
一
、
談
義
勤

ム
。　
一
、
若
有
悪
人
ノ
下
、
聴
衆
百
人
斗
」
、
五
日

「明
日
談
義
す
る
也
」
、
七
日
ハ
市
故
也
。
終
日
書
物
見
る
也
」
、
六
日

「往
太
田

義
せ
鷲
某
円
徒
に
お
け
る
術
主
維
持
に
つ
い
て



談
義
、
文
句
ノ
末
尺
、　
一
昨
日
の
文
残
也
。
聴
衆
百
五
十
人
斗
也
。　
一
、
要
詮
十
三
回
忌
廻
向
法
会
、
妙
通
三
七
日
、
了
静
初
七
日
談

義

二
廻
向
頼
ム
也
」
、
七
日

「要
詮
十
三
回
廻
向
と
し
て
十
疋
伊
兵
衛
遣
ス
。
昨
日
談
義

二
廻
向
セ
し
霊
也
」
と
日
記
に
記
し
、
当
時

の
説
法
の
情
況
を
示
し
、
日
乗
は
必
ず
談
義
の
前
に
は
草
稿
を
作
り
高
座
に
登

っ
た
。

日
乗
は
深
草
元
政
の
高
足
で
漢
詩
和
歌
を
も
善
く
し
、
徳
川
光
囲
に
招
か
れ
て
光
囲
が
母
谷
久
子
菩
提
の
為
に
常
陸
の
太
田
に
建
立

し
た
久
昌
寺
の
摩
訂
行
庵
の
開
山
と
な

っ
た
僧
で
あ
る
。
元
禄
十
二
年
は
日
乗
五
十
二
歳
で
あ
る
。
日
勝
は
二
十
歳
代
で
あ
り
千
座
説

法
に
は
、
話
の
草
稿
に
は
そ
れ
相
当
の
日
数
を
有
し
た
に
違
い
な
い
。

同
じ
く
、
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
二
月
彼
岸
会
の
始

。
中
日

ｏ
結
願
に
宝
塔
品
に
つ
い
て
談
義
を
し
て
い
る
。
結
願
の
二
十
四
日

の
条
に
、

午
前
説
法
。

一
、
宝
塔
品
。
戒
。
聴
衆
満
堂
、
信
、
観
、
円
、
仙
、
海
等
聴
聞
、
誦
文

二
佛
具
屋
講
の
千
部
の
廻
向
、
兼
テ
法
雲
廻
向
。
太
田

□
中
よ
り
の
施
主
也
。

一
、
談
義
前
具
遍
来
ら
る
。
視
師
遷
化
の
節
事
承
る
。
正
念
臨
終
の
事
有
難
事
也
。

一
、
科
註
箱
、
な
し
地
、
り
ん
ほ
う
ま
き
ゑ
也
。

一
、
水
性
念
珠
、
視
師
遷
化
ノ
此
、
予
に
与

へ
よ
と
て
具
遍
に
命
じ
お
か
れ
て
、
今
日
持
参
、
則
、
今
日
談
義

二
用
て
廻
向
し
侍

∞
Ｚ
Ｏ

。

と
あ
る
。

二
月
十

二
日
、
久
昌
寺
三
味
堂
壇
林
化
主

で
あ

っ
た
日
視
が
江
戸
延
命
院
で
示
寂
し
た
。
日
乗
は

「当
時
希
有

ノ
学
行
円
備
せ
る

師
、
世
を
さ
り
給
ふ
事
、
為
法
な
げ
か
は
し
き
事
也
」
と
記
し
て
い
る
。



具
遍
は
、
梨
地
に
輪
宝
の
蒔
絵
を
ほ
ど
こ
し
た
科
註
箱
と
水
晶
の
数
珠
を
日
視
の
遺
品
と
し
て
持
参
、
日
乗
は
当
日
の
説
法
に
使
用

し
た
。
こ
の
日
の
記
事
に
よ

っ
て
、
説
法
に
は
追
善
供
養
の
施
主
が
あ
り
、
科
註
箱
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
。
科
註
箱
を
有
能
な
者

に
与
え
た
こ
と
が
知
れ
る
。

鷲
山
寺
に
お
い
て
も
、
追
善
供
養
の
た
め
の
説
法
が
行
わ
れ
た
に
違

い
な
い
。
ま
し
て
長
期
に
わ
た
る
説
法
で
は
、
『青
表
紙
』
に

記
さ
れ
る

「千
部

一
日
の
施
主
」
と
あ
る
よ
う
に
、
説
法
に
お
い
て
も
施
主
を
集

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
興
行
の
後
、
念
願
の
普

請
が
成
就
し
、
そ
の
施
主
に
貫
首
は
曼
荼
羅
本
尊
を
授
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
お

わ

り

に

地
震
に
よ
る
被
害
を
比
較
す
る
の
に
よ
く
元
禄
大
地
震
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
元
禄
大
地
震
は
、
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
十

一

月
二
十
三
日
丑
の
刻
に
、
千
葉
県
東
南
海
底
を
震
源
と
す
る
地
震
で
小
田
原
か
ら
千
葉
県
下
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
特
に
九
十

九
里
海
岸
で
は
、
家
の
倒
壊
の
み
な
ら
ず
津
波
に
よ
る
流
失
に
よ
り
壊
滅
的
被
害
を
受
け
、
こ
の
時
小
湊
誕
生
寺
が
流
失
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
鷲
山
寺
の
末
寺
は
海
岸
に
あ
る
。
多
く
の
檀
徒
が
溺
死
し
た
こ
と
は
、
各
寺
院
に
残
さ
れ
た
過
去
帳
や
墓
碑
に

よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
地
震
の

一
年
五
ヶ
月
後
の
賓
永
二
年
三
月
五
日
に
鷲
山
寺
は
焼
失
し
た
。

一
松
本
興
寺
に
は
六
百
数
十
名
の
法
名
が
刻
ま
れ
た
大
位
牌
が
祀
ら
れ
、
鷲
山
寺
に
は
宝
暦
三
年

（
一
七
五
三
）
三
十
二
世
日
邊
代

に
建
立
さ
れ
た
記
念
碑
が
あ
り
、
そ
の
台
座
に
は
犠
牲
者
の
村
別
人
数
が
、
塔
に
は
溺
死
者
都
合
二
千
百
五
十
四
人
と
刻
ま
れ
て
い

２０
。壽

潤
日
勝
の
三
千
座
、
栄
長
日
寛
の
三
千
座
、
日
真

の
百
座
説
法
が
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
時
代
で
あ
る
。
日
勝
は
日
潤

の
名
代
と
し

辻
せ
鷲
某
円
従
に
お
け
る
伽
主
絆
者
に
つ
い
て



て
、
日
寛
の
記
念
碑
は
開
眼
導
師
し
て
、
日
真
に
は
記
念
の
曼
荼
羅
を
授
与
す
る
な
ど
日
潤
が
説
法
を
大
い
に
奨
励
し
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
ま
た
、
宝
暦
五
年

（
一
七
五
五
）
七
月
二
十
四
日
の
千
葉
県

一
帯
を
襲

っ
た
大
暴
風
雨
に
よ
り
倒
壊
し
た
大
沼
田
壇
林
の

復
興
を
企
画
し
、
講
堂
を
再
建
し
た
の
も
長
國
寺
日
潤
で
あ
り
、
開
山
日
弁
四
百
五
十
遠
忌
に
千
部
法
要
を
企
画
し
た
の
も
日
潤
で
あ

Ｚω
。ま

た
、
天
明
期
の
五
百
座
説
法
の
日
穏
も
日
潤
の
弟
子
で
あ
る
。
日
潤
の
院
号
は
布
教
院
と
い
い
、
そ
の
院
号
の
如
く

一
生
を
説
法

に
力
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
本
年
二
月
十

一
日
は
、
日
潤
の
二
百
五
十
遠
忌
に
あ
た
る
。

宝
暦
以
後
、
度
重
な
る
天
変
地
異
に
よ
る
凶
作
は
農
村
寺
院
を
窮
地
に
立
た
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
定
期

的
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
屋
根
葺
替
は
、
説
法
の
助
力
に
よ
る
も
の
が
大
で
あ

っ
た
。
説
法
が
布
教
を
目
的
に
し
て
行
わ
れ
た
は
当

然
で
あ
る
が
、
鷲
山
寺
は
末
寺
が
少
な
い
割
り
に
は
、
過
分
の
伽
藍
で
あ
り
、
ま
た
棟
数
も
多

い
。
伽
藍
維
持
の
た
め
度
々
の
末
寺

ヘ

の
奉
加
勧
進
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
勧
化
説
法
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

今
、
九
十
九
里
地
方
で
孟
蘭
盆
施
餓
鬼
法
要
に
高
座
に
て
の
諷
誦
文
読
誦
は
勧
化
説
法
の
法
式
よ
り
お
こ
っ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

註

青
表
紙
　
鷲
山
寺
蔵

開
帳
差
免
帳

開
帳
差
免
帳

・
武
江
年
表

（巻
の
十

一
）

(3)(2)(1)
(4)



０
０
０
　
北
茨
城
市
史
　
上
巻
　
四
九
四
頁

０
０
　
北
茨
城
史
壇
　
七
　
一二
～
五
頁

⑩
　
武
江
年
表

（巻
の
十

一
）

０
　
日
蓮
宗
の
諸
問
題
　
一
五
人
～

一
六
三
頁

０
０
　
日
蓮
宗
布
教
の
研
究
　
四
二
〇
頁

０
　
本
能
寺
史
料
　
本
山
篇
　
下
　
三
八
頁

０
　
日
乗
上
人
日
記
　
一
一八
頁

日
乗
は
京
都
の
生
ま
れ
、
深
草
元
政
に
師
事
鷹
峯
檀
林
に
学
ぶ
、
徳
川
光
囲
に
招
か
れ
常
陸
に
来
た
。
光
囲
は
日
乗
の
た
め
に
久
昌

寺
十
坊
の
頭
に
摩
訂
行
庵
を
建
て
庵
主
と
な
し
、
久
昌
寺
の
院
代
に
命
じ
て
寺
務
を
総
括
さ
せ
た
。
元
禄
四
年

（
一
六
九

一
）
元
日

か
ら
元
禄
十
六
年

（
一
七
〇
三
）
二
月
十
五
日
ま
で
の
日
誌
は
日
乗
上
人
日
記
と
よ
ば
れ
、
毎
日
の
天
候

・
寺
の
行
事

。
当
時
の
世

相

。
光
囲
の
実
生
活
を
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
常
陸
地
方
に
お
け
る

一
級
の
資
料
で
あ
る
。
昭
和
二
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
。

０
　
青
表
紙

０
　
大
崎
学
報
　
一
一
一〇
号
　
一
〇
五
頁

０
　
青
表
紙

０
　
青
表
紙
写
本

（木
島
事
正
本
）

０
　
成
顕
寺
年
中
行
事
記
録
　
日
穏
筆

例
　
法
華
宗
全
書
　
史
料
篇
　
第
三
巻
　
一
一四
二
頁

囲
　
日
蓮
宗
事
典
　
八
五
二
頁

近
せ
鷲
祟
門
従
に
お
け
る
伽
主
摯
汁
に
つ
い
て



1371 1361 1351 1331 1321 1311 1301 191 1281 171 1261 1251 1241 1231

1341

大
崎
学
報

一
二
〇
号
　
九
五
頁

昭
和
三
十
五
年
四
月
の

『
一
松
山
蔵
神
外
目
録
　
日
確
調
記
』
に
よ
れ
ば
日
乗

。
日
證
筆
棟
札
は
本
堂
建
立
棟
札
と
あ
る
。

成
顕
寺
宮
殿
板
書

日
蓮
宗
布
教
の
研
究
　
一
一七
六
頁

同
　
一
一七
〇
頁

富
士
宗
学
全
集
第
五
巻
　
二
八
五
頁

日
蓮
正
宗
史
の
研
究
　
五
〇
六
頁

法
華
宗
全
書
　
史
料
篇
　
第

一
巻
　
一
五
頁

青
表
紙

法
華
宗
賓
蔵
寺
の
昔
と
今
　
八

一
頁

茂
原
市
豊
田
家
蔵

日
乗
上
人
日
記
　
七
四
七
～
七
四
九
頁

同
　
一
〓
一七
頁

同
　
一
〓
一五
頁

〈キ
ー
ワ
ー
ド
　
　
鷲
巣
門
徒
　
開
帳
　
説
教
　
大
沼
田
檀
林
　
日
乗
上
人
日
記
〉


